
労務/財務のプロが解説！！

2019年法改正ポイントセミナーのご案内

2018年6月に働き方改革関連法が成立し、関連する省令や指針が発表され、

徐々に詳細が明らかになってきています。

注目されている「労働時間法制の見直し」や「同一労働同一賃金」などについて企業側の
取り組みが求められ、また職場で部下をマネジメントする管理職の理解と対応が求められ
ます。

当セミナーでは2019年4月以降の施行に向け、働き方改革法の重要ポイントをご理解

頂き人事ご担当者様や管理職に求められる労務管理の実務をわかりやすくお伝えします。

講師：社会保険労務士大竹事務所

代表社員 大竹光明 氏

2019年10月1日より、消費税率10％への引き上げと合わせて軽減税率制度の導入が予定
されています。特に軽減税率対象品目を取り扱われている事業者にとっては対応業務負
担の増大が見込まれています。

そこでこのセミナーでは、軽減税率制度の概要、実務的な影響、軽減税率補助金の概要、

インボイス制度の内容などを知っていただくことで自社に影響する内容を改めてご確認
いただき、今から始める賢い対応方法の知見について持ち帰っていただきます。

講師：株式会社ビジネスコンストラクション

代表取締役 瀧上直人 氏 (公認会計士・税理士)

株式会社カクタス 株式会社C&Cソリューション

06-6531-2411TEL TEL 06-6531-2435

労務管理・実務対応セミナー

消費税軽減税率対策セミナー

皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。

多数のご要望にお応えして

日程： 2019年3月27日(水)
会場: PCA株式会社 大阪支店 大会議室

参加費無料

AM11:00－12:00 定員20名

PM13:30－15:00 定員20名



ご参加希望のセミナー時間帯に☑ をお付けください。

こちらの用紙をFAXにてお送り願います。
<Ｃ＆Ｃ セミナー事務局宛>

FAX 06-6531-2420

各セミナー定員(20名)になり次第、受付を終了させていただきます

どこよりも、誰よりも、お客様のパートナーでありたい

Cactussince1967

株式会社C&Cソリューション

すべては、お客様の「満足」と「感動」のために

06-6531-2411 06-6531-2435

2019年3月27日(水)

■セミナー会場■

HP

グランフロント PCA大会議室

PCA株式会社 大阪支店
グランフロント大阪タワーＡ （南館)17階
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 

■アクセス■

JR大阪駅「中央北口」2階連絡デッキよりグランフロント南館2階入口へお進みください。

右手側の「パナソニックセンター」を通り、

「アーバンリサーチROSSO（ショップ）」と「キルフェボン（CAFE）」の間にある

オフィスタワー入口に進みます。

オフィスタワー専用エレベーターで17階までお上がりください。

※地下からお越しの場合、1階フロアへ移動してオフィスタワー専用にお乗りください。

セミナーのご案内 ・ お申込書

セミナー会場

■開催日■

お申し込み後、セミナー事務局より確認の電話またはメールをいたします。
セミナー受講券は、セミナー開催の１０日前より順次お届けする予定です。

開催時間 お申込 セミナー

11:00～12:00
A327

□ 労務管理・実務対応セミナー

13:30～15:00
B327

□ 消費税軽減税率対策セミナー

貴社名

住所
〒

ご芳名 所属

E-mail TEL

セミナーのお申込書

お問合せ

個人情報の取り扱いについて

ご記入いただいた個人情報は、カクタスグループの「個人情報保護基本方針」に従い、お客様への業務改善に関するご提案及び製品の情報提
供、サービス、セミナー、イベント等の情報提供の目的のみ利用いたします。

http://cactus-oa.co.jp(個人情報ポリシーに関して、をご覧ください) 株式会社カクタス 株式会社Ｃ＆Ｃソリューション

☎☎

http://cactus-oa.co.jp/

